
日本体育大学アーチェリー部同窓会規約 

前文  我々は日本体育大学学友会洋弓部・アーチェリー部出身の同窓として、同窓相

互の交流と親睦を深め、併せて日本体育大学アーチェリー部の発展並びにアー

チェリー競技の振興に寄与することを目指して、ここに日本体育大学アーチェ

リー部同窓会を結成する。 

 

第一章 総則 

 第一条  本会は、日本体育大学アーチェリー部同窓会と称する。 

  所在地 〒700—0054 岡山県岡山市北区下伊福西町 3-11 

      双備塗装工業所 内 日本体育大学アーチェリー部同窓会 

      事務局 枯木 将克 

      TEL 086—253—0261 FAX 086—253—0261 

第二条  本会の目的 

① 会員相互の親睦と交流を図ること 

② 日本体育大学アーチェリー部の健全なる発展に後援・寄与する事業を行う。 

③ 会員のための交流行事の開催。 

④ その他、本会の目的達成に必要な事項。 

第二章 会員 

 第三条  本会の会員は日本体育大学洋弓部・アーチェリー部出身者、又本会 

      に賛同する者で本会役員が適当と認めた者をもって組織する｡     

第三章 組織 

 第四条  役 員 

  ① 本会の役員は、次の者より成るものとする。 

 （１）会 長         １名  

 （２）副会長         ２名 

 （３）事務局長        １名  

 （４）副事務局長       ２名  

 （５）地区委員長       ６名  

 （６）地区副委員長      ７名 

 （７）会計委員        ２名  

 （８）監査委員        ２名  

 （９）学内委員        １名 

  ただし、地区委員長が他の役職を兼ねることを妨げないものとする。 



  ② 本会は、顧問・相談役を置くことができる。 

  ③ 前項（５）（６）地区委員長・地区副委員長は、本会会員より次の地区 

    に置くものとする。 

（１）北海道・東北 （２）関東・甲信越 （３）東海・北陸 

（４）近畿 （５）中国・四国 （６）九州・沖縄  

※甲信越(山梨・長野)  北陸(新潟・富山・石川・福井) 

  ④ 前項各地区委員長には、地区委員長を補佐する副地区委員長を置くもの 

    とする。 

 第五条  前条役員は、原則として会員総会にて選出する。但し、止むを得な 

      い事情 

      による任期途中の交代については、役員会で選出し総会に報告する 

      ものとする。 

第六条  役員の任期は次期総会までとし、その再任を妨げない。なお任期途 

     中の交代について止むを得ないと役員会で認められた場合は、前条 

     但し書きによるものとする。 

第七条  会長は、本会を代表して会務を統轄し、副会長は、会長を補佐する。 

 第八条  顧問・相談役は本会および本会員に支援・助言し、必要且つ有益な 

      情報を提供する。 

 第九条  事務局長は、本会の庶務的事項の取りまとめ及び本会活動に必要な 

      事務的事項を掌理する。 

 第十条  副事務局長は、会員への連絡や情報通信に関する事項を担務する。 

第十一条  会計委員は、会費を管理し、会計報告を行う。 

第十二条  監査委員は、本会の会計内容を監査し、監査報告を行う。 

 第十三条  地区委員長は、本会の目的を反映出来るように、所属地区の会員 

       と協力し本会の健全なる発展に寄与すること。また会員名簿をと 

       りまとめ、事務局に報告を行う。 

 第十四条  学内委員は、日本体育大学アーチェリー部のスタッフ（監督・コ 

       ーチ等）から選出し、大学・同窓会・現役学生との連携を図る。 

第四章 役員会 

 第十五条  役員会は、次の事を審議し、必要に応じてその結果を総会に諮る 

       ものとする。 

 第十六条  役員会は、会長の了解の下に事務局長が召集し、決議については、 

       出席者の過半数の賛成を以って成立とする。  



 （１）本会の規約改正（重要事項は、総会決定） 

 （２）役員の改選案の承認 

 （３）予算並びに決算の承認 

 （４）本会の運営（年度計画の計画実施に関する事項等）に関する重 

 要事項の承認 

 （５）任期途中の役員交代の承認 

 （６）その他 

第五章 総会 

 第十七条  総会は次の事項を審議し或いは報告を受け、必要事項について 

       これを決定する。  

 （１）本会の規約改正（重要事項）の審議 

 （２）役員改選の報告 

 （３）予算並びに決算に関する報告 

 （４）本会活動の報告 

 第十八条  総会は、原則として会長が年 1 回召集する。総会での決議は、出 

       席した会員の過半数の賛成を以って成立とする。 

第六章 会計 

 第十九条  本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってこれ 

       にあてる。  

 第二十条  ① 本会会費は、年３，０００円とする。 

    夫婦会員は、年５，０００円、新卒者は卒業年のみ年２，０００円 

         とし、次年度より通常会費。但し、特別の行事・事業を行う場合は、

臨時に会費を徴収することができる。 

       ② 会費の内、１，０００円／人は各地区の活動費とする。 

但し、この活動費については、会計年度内に各地区の地区委員長よ

り活動申告があった場合に地区分配金として地区の入会数にあわせ

た額を支出するものとする。活動費要求のない場合は、会員への還

元事業経費に充当するものとする。 

 第二十一条  本会会計年度は、毎年６月１日より翌年５月３１日とする。  

 第二十二条  本会経費の会計報告は、本会会計委員が行い総会で報告する。 

第七章 監査 

 第二十三条  本会経費の会計監査は、監査委員がこれを会計年度に行い総会  

        に報告する。 



補則 

  平成２３年４月１日 本会設立 

   ・本規約は、平成２３年４月１日より施行。 

   ・平成２７年 8 月 6 日に一部規約改正。（役員数・地区エリア・会費規定） 

   ・平成２８年８月８日に一部規約改正。（会費規定・地区分配金） 


